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　 Ｈ ０ ４ Ｗ 8 8 / 0 6 　 　 　 　 　 　 　
　 Ｈ ０ ４ Ｗ 7 2 / 2 5 　 　 　 　 　 　 　
　 Ｈ ０ ４ Ｗ 7 2 / 4 0 　 　 　 　 　 　 　
　 Ｈ ０ ４ Ｗ 7 2 / 5 4 １ １ ０  　 　 　
　
【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 令 和 7 年 2 月 5 日 ( 2 0 2 5 . 2 . 5 )
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
  第 １ の Ｒ Ａ Ｔ （ Ｒ ａ ｄ ｉ ｏ   Ａ ｃ ｃ ｅ ｓ ｓ   Ｔ ｅ ｃ ｈ ｎ ｏ ｌ ｏ ｇ ｙ ） に お け る サ イ ド リ  
ン ク 送 信 の た め に 、 複 数 の 候 補 リ ソ ー ス を 含 む 候 補 リ ソ ー ス セ ッ ト を 決 定 す る 制 御 部 と 、
  前 記 第 １ の Ｒ Ａ Ｔ に お け る リ ソ ー ス 予 約 を 示 す 第 １ の サ イ ド リ ン ク 制 御 情 報 （ Ｓ Ｃ Ｉ ）  
を 他 の 端 末 か ら 受 信 し 、 前 記 第 １ の Ｒ Ａ Ｔ と は 異 な る 第 ２ の Ｒ Ａ Ｔ に お け る リ ソ ー ス 予 約  
を 示 す 第 ２ の Ｓ Ｃ Ｉ を 他 の 端 末 か ら 受 信 す る 受 信 部 と 、
  前 記 第 １ の Ｒ Ａ Ｔ に お け る 前 記 サ イ ド リ ン ク 送 信 を 行 う 送 信 部 と 、 を 備 え 、
  前 記 制 御 部 は 、
    前 記 第 １ の Ｓ Ｃ Ｉ に 基 づ い て 、 前 記 第 １ の Ｒ Ａ Ｔ に お け る 第 １ の リ ソ ー ス を 決 定 し 、
    前 記 第 ２ の Ｓ Ｃ Ｉ に 基 づ い て 、 前 記 第 ２ の Ｒ Ａ Ｔ に お け る 第 ２ の リ ソ ー ス を 決 定 し 、
    前 記 第 １ の リ ソ ー ス の 少 な く と も 一 部 と オ ー バ ラ ッ プ す る 第 １ の 候 補 リ ソ ー ス と 、 前  
記 第 ２ の リ ソ ー ス の 少 な く と も 一 部 と オ ー バ ラ ッ プ す る 第 ２ の 候 補 リ ソ ー ス と 、 を 前 記 候  
補 リ ソ ー ス セ ッ ト か ら 除 外 し 、
    前 記 第 １ の 候 補 リ ソ ー ス 及 び 前 記 第 ２ の 候 補 リ ソ ー ス を 排 除 し た 候 補 リ ソ ー ス セ ッ ト  
か ら 、 前 記 サ イ ド リ ン ク 送 信 用 の リ ソ ー ス を 選 択 し 、
  前 記 送 信 部 は 、 前 記 選 択 さ れ た リ ソ ー ス を 使 用 し て 前 記 サ イ ド リ ン ク 送 信 を 行 う
端 末 。
【 請 求 項 ２ 】
  前 記 受 信 部 は 、 第 １ の 期 間 中 に 前 記 第 １ の S C I の 受 信 を 行 い 、
  前 記 受 信 部 は 、 前 記 第 １ の 期 間 と は 別 途 規 定 さ れ た 第 ２ の 期 間 中 に 前 記 第 ２ の S C I の 受  
信 を 行 う
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  請 求 項 １ に 記 載 の 端 末 。
【 請 求 項 ３ 】
  前 記 第 ２ の 期 間 は 、 複 数 の サ ブ フ レ ー ム で 構 成 さ れ 、
  前 記 受 信 部 は 、 前 記 複 数 の サ ブ フ レ ー ム を モ ニ タ す る こ と に よ っ て 、 前 記 第 ２ の Ｓ Ｃ Ｉ  
の 受 信 を 行 い 、
  前 記 制 御 部 は 、 前 記 複 数 の サ ブ フ レ ー ム の う ち 、 モ ニ タ し て い な い サ ブ フ レ ー ム に 対 応  
す る 候 補 リ ソ ー ス を 、 前 記 候 補 リ ソ ー ス セ ッ ト か ら 除 外 す る
  請 求 項 ２ に 記 載 の 端 末 。
【 請 求 項 ４ 】
  前 記 受 信 部 は 、 前 記 第 １ の Ｒ Ａ Ｔ に お け る 優 先 度 と 、 前 記 第 ２ Ｒ Ａ Ｔ に お け る 優 先 度 と  
に 基 づ い て 閾 値 を 決 定 す る た め の 閾 値 情 報 を ネ ッ ト ワ ー ク か ら 受 信 し 、
  前 記 制 御 部 は 、 前 記 第 ２ の Ｓ Ｃ Ｉ に よ っ て 示 さ れ る 優 先 度 と 、 前 記 サ イ ド リ ン ク 送 信 の  
優 先 度 と 、 前 記 閾 値 情 報 と 、 に 基 づ い て 前 記 閾 値 を 決 定 し 、
  前 記 制 御 部 は 、 受 信 し た 前 記 第 ２ の Ｓ Ｃ Ｉ に 基 づ い て 測 定 し た Ｒ Ｓ Ｒ Ｐ が 前 記 閾 値 よ り  
も 高 い 場 合 、 前 記 第 １ の Ｒ Ａ Ｔ に お け る 前 記 第 １ の リ ソ ー ス を 決 定 し 、 前 記 第 １ の 候 補 リ  
ソ ー ス を 前 記 候 補 リ ソ ー ス セ ッ ト か ら 除 外 す る
  請 求 項 １ に 記 載 の 端 末 。
【 請 求 項 ５ 】
  前 記 制 御 部 は 、 前 記 第 １ の 候 補 リ ソ ー ス を 前 記 候 補 リ ソ ー ス セ ッ ト か ら 除 外 し た 後 、 前  
記 第 １ の 候 補 リ ソ ー ス を 除 外 し た 候 補 リ ソ ー ス セ ッ ト か ら 、 前 記 第 ２ の 候 補 リ ソ ー ス を 除  
外 す る 、 請 求 項 １ に 記 載 の 端 末 。
【 請 求 項 ６ 】
  端 末 に お い て 実 行 さ れ る 通 信 方 法 で あ っ て 、
  第 １ の Ｒ Ａ Ｔ （ Ｒ ａ ｄ ｉ ｏ   Ａ ｃ ｃ ｅ ｓ ｓ   Ｔ ｅ ｃ ｈ ｎ ｏ ｌ ｏ ｇ ｙ ） に お け る サ イ ド リ  
ン ク 送 信 の た め に 、 複 数 の 候 補 リ ソ ー ス を 含 む 候 補 リ ソ ー ス セ ッ ト を 決 定 す る こ と と 、
前 記 第 １ の Ｒ Ａ Ｔ に お け る リ ソ ー ス 予 約 を 示 す 第 １ の サ イ ド リ ン ク 制 御 情 報 （ Ｓ Ｃ Ｉ ） を  
第 １ の 他 の 端 末 か ら 受 信 す る こ と と 、
  前 記 第 １ の Ｒ Ａ Ｔ と は 異 な る 第 ２ の Ｒ Ａ Ｔ に お け る リ ソ ー ス 予 約 を 示 す 第 ２ の Ｓ Ｃ Ｉ を  
第 ２ の 他 の 端 末 か ら 受 信 す る こ と と 、
    前 記 第 １ の Ｓ Ｃ Ｉ に 基 づ い て 、 前 記 第 １ の Ｒ Ａ Ｔ に お け る 第 １ の リ ソ ー ス を 決 定 す る  
こ と と 、
    前 記 第 ２ の Ｓ Ｃ Ｉ に 基 づ い て 、 前 記 第 ２ の Ｒ Ａ Ｔ に お け る 第 ２ の リ ソ ー ス を 決 定 す る  
こ と と 、
    前 記 第 １ の リ ソ ー ス の 少 な く と も 一 部 と オ ー バ ラ ッ プ す る 第 １ の 候 補 リ ソ ー ス と 、 前  
記 第 ２ の リ ソ ー ス の 少 な く と も 一 部 と オ ー バ ラ ッ プ す る 第 ２ の 候 補 リ ソ ー ス と 、 を 候 補 リ  
ソ ー ス セ ッ ト か ら 除 外 す る こ と と 、
    前 記 第 １ の 候 補 リ ソ ー ス 及 び 前 記 第 ２ の 候 補 リ ソ ー ス を 排 除 し た 前 記 候 補 リ ソ ー ス セ  
ッ ト か ら 、 前 記 サ イ ド リ ン ク 送 信 用 の リ ソ ー ス を 選 択 す る こ と と 、
  前 記 選 択 さ れ た リ ソ ー ス を 使 用 し て 前 記 サ イ ド リ ン ク 送 信 を 行 う こ と 、 を 、 有 す る
通 信 方 法 。
【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ８
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ０ ８ 】
　 開 示 の 技 術 に よ れ ば 、 第 １ の Ｒ Ａ Ｔ （ Ｒ ａ ｄ ｉ ｏ   Ａ ｃ ｃ ｅ ｓ ｓ   Ｔ ｅ ｃ ｈ ｎ ｏ ｌ ｏ ｇ  
ｙ ） に お け る サ イ ド リ ン ク 送 信 の た め に 、 複 数 の 候 補 リ ソ ー ス を 含 む 候 補 リ ソ ー ス セ ッ ト  
を 決 定 す る 制 御 部 と 、 前 記 第 １ の Ｒ Ａ Ｔ に お け る リ ソ ー ス 予 約 を 示 す 第 １ の サ イ ド リ ン ク  
制 御 情 報 （ Ｓ Ｃ Ｉ ） を 他 の 端 末 か ら 受 信 し 、 前 記 第 １ の Ｒ Ａ Ｔ と は 異 な る 第 ２ の Ｒ Ａ Ｔ に  
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お け る リ ソ ー ス 予 約 を 示 す 第 ２ の Ｓ Ｃ Ｉ を 他 の 端 末 か ら 受 信 す る 受 信 部 と 、 前 記 第 １ の Ｒ  
Ａ Ｔ に お け る 前 記 サ イ ド リ ン ク 送 信 を 行 う 送 信 部 と 、 を 備 え 、 前 記 制 御 部 は 、 前 記 第 １ の  
Ｓ Ｃ Ｉ に 基 づ い て 、 前 記 第 １ の Ｒ Ａ Ｔ に お け る 第 １ の リ ソ ー ス を 決 定 し 、 前 記 第 ２ の Ｓ Ｃ  
Ｉ に 基 づ い て 、 前 記 第 ２ の Ｒ Ａ Ｔ に お け る 第 ２ の リ ソ ー ス を 決 定 し 、 前 記 第 １ の リ ソ ー ス  
の 少 な く と も 一 部 と オ ー バ ラ ッ プ す る 第 １ の 候 補 リ ソ ー ス と 、 前 記 第 ２ の リ ソ ー ス の 少 な  
く と も 一 部 と オ ー バ ラ ッ プ す る 第 ２ の 候 補 リ ソ ー ス と 、 を 前 記 候 補 リ ソ ー ス セ ッ ト か ら 除  
外 し 、 前 記 第 １ の 候 補 リ ソ ー ス 及 び 前 記 第 ２ の 候 補 リ ソ ー ス を 排 除 し た 候 補 リ ソ ー ス セ ッ  
ト か ら 、 前 記 サ イ ド リ ン ク 送 信 用 の リ ソ ー ス を 選 択 し 、 前 記 送 信 部 は 、 前 記 選 択 さ れ た リ  
ソ ー ス を 使 用 し て 前 記 サ イ ド リ ン ク 送 信 を 行 う 端 末 が 提 供 さ れ る 。
【 手 続 補 正 ３ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ２ ３ ８
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ２ ３ ８ 】
　 以 上 、 本 開 示 に つ い て 詳 細 に 説 明 し た が 、 当 業 者 に と っ て は 、 本 開 示 が 本 開 示 中 に 説 明  
し た 実 施 形 態 に 限 定 さ れ る も の で は な い と い う こ と は 明 ら か で あ る 。 本 開 示 は 、 請 求 の 範  
囲 の 記 載 に よ り 定 ま る 本 開 示 の 趣 旨 及 び 範 囲 を 逸 脱 す る こ と な く 修 正 及 び 変 更 態 様 と し て  
実 施 す る こ と が で き る 。 し た が っ て 、 本 開 示 の 記 載 は 、 例 示 説 明 を 目 的 と す る も の で あ り  
、 本 開 示 に 対 し て 何 ら 制 限 的 な 意 味 を 有 す る も の で は な い 。
（ 第 １ 項 ）
  第 １ の Ｒ Ａ Ｔ （ R a d i o  A c c e s s  T e c h n o l o g y ） に お い て 送 受 信 を 実 行 す る 第 １ の 通 信  
部 と 、
  前 記 第 １ の Ｒ Ａ Ｔ に お け る 通 信 を 制 御 す る 第 １ の 制 御 部 と 、
  第 ２ の Ｒ Ａ Ｔ に お い て 送 受 信 を 実 行 す る 第 ２ の 通 信 部 と 、
  前 記 第 ２ の Ｒ Ａ Ｔ に お け る 通 信 を 制 御 す る 第 ２ の 制 御 部 と を 有 し 、
  前 記 第 １ の 通 信 部 は 、 第 １ の リ ソ ー ス 予 約 に 係 る 情 報 を 他 の 端 末 か ら 受 信 し 、
  前 記 第 ２ の 通 信 部 は 、 第 ２ の リ ソ ー ス 予 約 に 係 る 情 報 を 他 の 端 末 か ら 受 信 し 、
  前 記 第 ２ の 制 御 部 は 、 前 記 第 ２ の リ ソ ー ス 予 約 に 係 る 情 報 を 前 記 第 １ の 制 御 部 に 通 知 し 、
  前 記 第 １ の 制 御 部 は 、 前 記 第 １ の リ ソ ー ス 予 約 に 係 る 情 報 及 び 前 記 第 ２ の リ ソ ー ス 予 約  
に 係 る 情 報 に 基 づ い て 、 前 記 第 １ の Ｒ Ａ Ｔ に お け る 使 用 可 能 な リ ソ ー ス 候 補 か ら リ ソ ー ス  
除 外 を 実 行 し た 後 、 送 信 に 使 用 す る リ ソ ー ス を 決 定 し 、
  前 記 第 １ の 通 信 部 は 、 前 記 決 定 さ れ た リ ソ ー ス を 使 用 し て 他 の 端 末 へ の 送 信 を 実 行 す る  
端 末 。
（ 第 ２ 項 ）
  前 記 第 １ の 制 御 部 は 、 前 記 第 １ の リ ソ ー ス 予 約 に 係 る 情 報 に 基 づ い た リ ソ ー ス 除 外 を 実  
行 す る 直 前 又 は 直 後 に 、 前 記 第 ２ の リ ソ ー ス 予 約 に 係 る 情 報 に 基 づ い て リ ソ ー ス 除 外 を 実  
行 す る 第 １ 項 記 載 の 端 末 。
（ 第 ３ 項 ）
  前 記 第 １ の 制 御 部 は 、 前 記 第 １ の Ｒ Ａ Ｔ に お け る セ ン シ ン グ ウ ィ ン ド ウ に 対 応 す る 前 記  
第 ２ の Ｒ Ａ Ｔ に お け る セ ン シ ン グ ウ ィ ン ド ウ に 係 る セ ン シ ン グ 結 果 が す べ て 利 用 可 能 な 場  
合 に 、 前 記 第 １ の リ ソ ー ス 予 約 に 係 る 情 報 及 び 前 記 第 ２ の リ ソ ー ス 予 約 に 係 る 情 報 に 基 づ  
い て 、 使 用 可 能 な リ ソ ー ス 候 補 か ら リ ソ ー ス 除 外 を 実 行 し た 後 、 送 信 に 使 用 す る リ ソ ー ス  
を 決 定 す る 第 １ 項 記 載 の 端 末 。
（ 第 ４ 項 ）
  前 記 第 １ の 制 御 部 は 、 前 記 第 ２ の リ ソ ー ス 予 約 に 係 る 情 報 が 示 す リ ソ ー ス が 、 前 記 使 用  
可 能 な リ ソ ー ス 候 補 の う ち あ る リ ソ ー ス と 少 な く と も 一 部 と オ ー バ ラ ッ プ す る 場 合 、 又 は  
前 記 使 用 可 能 な リ ソ ー ス 候 補 の う ち あ る リ ソ ー ス が 関 連 付 け ら れ る フ ィ ー ド バ ッ ク チ ャ ネ  
ル の 少 な く と も 一 部 と オ ー バ ラ ッ プ す る 場 合 、 前 記 使 用 可 能 な リ ソ ー ス 候 補 か ら 前 記 あ る  
リ ソ ー ス を 除 外 す る 第 １ 項 記 載 の 端 末 。
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（ 第 ５ 項 ）
  前 記 第 １ の 通 信 部 は 、 前 記 第 ２ の リ ソ ー ス 予 約 に 係 る 情 報 を 基 地 局 に 送 信 す る 第 １ 項 記  
載 の 端 末 。
（ 第 ６ 項 ）
  第 １ の Ｒ Ａ Ｔ （ R a d i o  A c c e s s  T e c h n o l o g y ） に お い て 送 受 信 を 実 行 す る 第 １ の 通 信  
手 順 と 、
  前 記 第 １ の Ｒ Ａ Ｔ に お け る 通 信 を 制 御 す る 第 １ の 制 御 手 順 と 、
  第 ２ の Ｒ Ａ Ｔ に お い て 送 受 信 を 実 行 す る 第 ２ の 通 信 手 順 と 、
  前 記 第 ２ の Ｒ Ａ Ｔ に お け る 通 信 を 制 御 す る 第 ２ の 制 御 手 順 と 、
  第 １ の リ ソ ー ス 予 約 に 係 る 情 報 を 他 の 端 末 か ら 受 信 す る 手 順 と 、
  第 ２ の リ ソ ー ス 予 約 に 係 る 情 報 を 他 の 端 末 か ら 受 信 す る 手 順 と 、
  前 記 第 １ の リ ソ ー ス 予 約 に 係 る 情 報 及 び 前 記 第 ２ の リ ソ ー ス 予 約 に 係 る 情 報 に 基 づ い て  
、 前 記 第 １ の Ｒ Ａ Ｔ に お け る 使 用 可 能 な リ ソ ー ス 候 補 か ら リ ソ ー ス 除 外 を 実 行 し た 後 、 送  
信 に 使 用 す る リ ソ ー ス を 決 定 す る 手 順 と 、
  前 記 決 定 さ れ た リ ソ ー ス を 使 用 し て 他 の 端 末 へ の 送 信 を 実 行 す る 手 順 と を 端 末 が 実 行 す  
る 通 信 方 法 。
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